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中 間 報 告 項 目 整 理

は じ め に1.

中 間 報 告 の 目 的( )1

こ れ ま で の 審 議 経 過( )2

今 般 の 司 法 制 度 改 革 の 基 本 的 理 念 と 方 向2.

世 紀 の 「 こ の 国 の か た ち 」( )1 21

司 法 に 期 待 さ れ る 役 割( )2

国 民 と 国 家 ・ 司 法 と の 新 た な 関 係 （ 統 治 客 体 意 識 か ら の 脱 却 等 ）( )3

改 革 の 眼 目( )4

司 法 を 担 う 人 的 基 盤 の 拡 充3.

法 曹 の 質 と 量 の 拡 充( )1

ア 新 た な 法 曹 養 成 制 度 の 構 築

法 科 大 学 院( )ア

司 法 試 験( )イ

司 法 （ 実 務 ） 修 習( )ウ

イ 法 曹 人 口 の 拡 大

ウ 裁 判 所 ・ 検 察 庁 の 人 的 体 制 の 充 実

弁 護 士 制 度 の 改 革( )2

ア 国 民 が 求 め る 弁 護 士 像 （ そ の 資 質 と 能 力 ）

イ 改 革 の 視 点 と 具 体 的 方 策 の 検 討 の 方 向 性

公 益 性 に 基 づ く 社 会 的 責 務 の 実 践 等( )ア

弁 護 士 の 活 動 領 域 の 拡 大( )イ

弁 護 士 倫 理 の 強 化 と 弁 護 士 自 治( )ウ

裁 判 官 制 度 の 改 革( )3

ア 当 審 議 会 の 基 本 的 認 識

※ 裁 判 官 制 度 に 関 し て こ れ ま で 一 般 に 指 摘 さ れ て き た 問 題 点 等 に 係 る 議 論 の

状 況 を 踏 ま え て

イ 国 民 が 求 め る 裁 判 官 像 （ そ の 資 質 と 能 力 ）
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ウ 改 革 の 視 点 と 具 体 的 方 策 の 検 討 の 方 向 性

給 源 の 多 様 化 ・ 多 元 化( )ア

裁 判 官 の 任 命 手 続 の 見 直 し( )イ

裁 判 官 の 人 事 制 度 の 見 直 し （ 透 明 性 ・ 客 観 性 の 確 保 ）( )ウ

司 法 を 支 え る 制 度 的 基 盤 の 拡 充4.

利 用 し や す い 司 法 制 度( )1

ア 弁 護 士 へ の ア ク セ ス 拡 充

法 律 相 談 活 動 等 の 充 実( )ア

弁 護 士 費 用 （ 報 酬 ） の 透 明 化 ・ 合 理 化( )イ

弁 護 士 情 報 の 公 開( )ウ

イ 法 的 サ ー ビ ス の 内 容 の 充 実

弁 護 士 業 務 の 質 の 向 上 ・ 執 務 態 勢 の 強 化( )ア

隣 接 法 律 専 門 職 種 と の 関 係 ／ 企 業 法 務 な ど と の 関 係( )イ

弁 護 士 の 国 際 化 ／ 外 国 法 事 務 弁 護 士 等 と の 関 係( )ウ

ウ 裁 判 所 へ の ア ク セ ス の 拡 充

利 用 者 の 費 用 負 担 の 軽 減( )ア

裁 判 所 の 利 便 性 の 向 上( )イ

そ の 他( )ウ

エ 民 事 法 律 扶 助 の 拡 充

オ 裁 判 外 の 紛 争 解 決 手 段 （ ） の 拡 充 ・ 活 性 化ADR

カ 司 法 に 関 す る 情 報 公 開 の 推 進

キ 分 か り や す い 司 法 の 実 現

国 民 の 期 待 に 応 え る 民 事 司 法 の 在 り 方( )2

ア 民 事 司 法 に 対 す る 国 民 の 期 待

イ 民 事 訴 訟 の 充 実 ・ 迅 速 化

計 画 審 理(ア)

証 拠 収 集 手 続 の 拡 充(イ)

ウ 専 門 的 知 見 を 要 す る 事 件 へ の 対 応 強 化

専 門 家 の 活 用(ア)

知 的 財 産 権 関 係 事 件 へ の 対 応 強 化(イ)

労 働 関 係 事 件 へ の 対 応 強 化(ウ)

そ の 他(エ)
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エ 民 事 執 行 制 度 の 強 化 － 権 利 実 現 の 実 効 性 確 保

オ 司 法 の 行 政 に 対 す る チ ェ ッ ク 機 能 の 強 化

国 民 の 期 待 に 応 え る 刑 事 司 法 の 在 り 方( )3

ア 刑 事 司 法 に 対 す る 国 民 の 期 待 － そ の 使 命 ・ 役 割 －

実 体 的 真 実 の 発 見 （ 事 案 の 真 相 の 解 明 ） と 適 正 手 続 の 保 障(ア)

犯 罪 者 の 改 善 更 生 、 被 害 者 等 の 保 護(イ)

イ 刑 事 裁 判 の 充 実 ・ 迅 速 化

ウ 被 疑 者 ・ 被 告 人 の 公 的 弁 護 制 度 の 在 り 方

エ 新 た な 時 代 に お け る 捜 査 ・ 公 判 手 続 の 在 り 方

新 た な 時 代 に 対 応 し 得 る 捜 査 ・ 公 判 手 続 の 在 り 方(ア)

被 疑 者 ・ 被 告 人 の 身 柄 拘 束 に 関 連 す る 問 題(イ)

検 察 官 の 起 訴 独 占 ･ 訴 追 裁 量 権 の 在 り 方(ウ)

国 民 の 司 法 参 加5.

意 義( )1

ア 司 法 参 加 拡 充 の 必 要 性

イ 司 法 参 加 拡 充 の 視 点

参 加 拡 充 の 在 り 方( )2

ア 裁 判 手 続 へ の 参 加

イ 裁 判 官 選 任 過 程 へ の 参 加

ウ 裁 判 所 等 運 営 へ の 参 加

エ そ の 他 （ 検 察 審 査 会 等 ）

お わ り に － 最 終 意 見 に 向 け て －6.

※ 審 議 会 後 の 検 討 体 制 の 頭 出 し も 含 む 。


